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財政援助団体等監査報告書 
 

第１ 監査の概要 

 

１ 監査の対象   ※( )は、所管する部課 
   公の施設の指定管理者 
    タイムズ２４・タイムズサービス共同事業体  （建設部 建設計画課） 

補助金交付、出資団体及び公の施設の指定管理者 
    公益財団法人 君津市文化振興財団      （教育部 生涯学習文化課） 
 

２ 監査の範囲 

   令和６年度における公の施設の指定管理者として行った当該施設の管理運営に係る出

納及び事務執行状況並びに所管課での指定管理に係る事務執行状況、令和６年度に君津

市が交付した補助金に係る出納その他の事務執行状況、市が出資をしている団体に係る

運営状況 

 

３ 監査実施日 

   公の施設の指定管理者             令和７年６月２６日 

   補助金交付、出資団体及び公の施設の指定管理者 令和７年７月１４日 

 

４ 監査の場所 

   監査室及び現地 

 

５ 監査の主眼及び方法 

   令和６年度における君津市の公の施設を管理している指定管理者の施設管理に係る出

納その他の事務、令和６年度に君津市が交付した補助金に係る出納その他の事務及び君津

市が出資している団体（基本金の１／４以上）の運営に係る事務が、関係法令にのっとり

適正かつ効率的に行われているかなどを主眼に置き、監査資料及び関係諸帳簿を調査（補

助職員の事前予備調査含む。）するとともに、関係職員から説明を聴取して実施した。 
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タイムズ２４・タイムズサービス共同事業体 

（公の施設名：坂田駐車場） 

 

１ 指定管理者 

   タイムズ２４・タイムズサービス共同事業体 

（所在地 東京都品川区西五反田２丁目２０番４号） 

 

２ 公の施設の概要 

（１）施設の名称  坂田駐車場 

（２）施設所在地  君津市東坂田３丁目１番 

（３）設置年月日  昭和５３年４月１日 

（４）設置の目的  道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資するとともに、都市の

機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。 

（５）施設の概要 

  ア 敷地面積  ７，４２９．２７㎡ 

  イ 施設の構造 屋外駐車場 アスファルト舗装 

  ウ 駐車できる自動車等の種別 

     道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号）別表第１に掲げる普通自

動車、小型自動車及び軽自動車のうち、長さ５．３ｍ、幅１．８ｍ、高さ３．０ｍを

それぞれ超えないもの。 

  エ 主要施設  時間貸駐車場  ２５０台（定期券発行上限２２０台） 

          管理棟       １棟 

          事務所       １棟 

          簡易トイレ     １基 

（６）供用時間   午前零時から午後１２時まで 

（７）利用期間   １回の利用（定期駐車券によるものを除く。）につき、利用した日から起

算して１４日以内とする。ただし、指定管理者は、やむを得ない理由があ

ると認めるときは、利用期間を延長することができる。 

 

３ 管理運営に関する協定 

   基本協定 坂田駐車場の管理及び運営に関する基本協定 

        指定期間   令和６年４月１日～令和１１年３月３１日 

     年度協定 坂田駐車場の管理及び運営に関する年度協定 

        協定期間   令和６年４月１日～令和７年３月３１日 
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４ 指定管理者が行う業務（坂田駐車場管理業務仕様書より） 

（１）駐車場の利用の許可及びその取消し、利用の不許可等に関する業務 

（２）駐車場の利用に係る料金に関する業務 

（３）駐車場の管理運営に関する業務 

（４）駐車場の施設及び附属設備の維持管理に関する業務 

（５）インボイス制度への対応 

（６）施設全般の管理運営 

（７）施設の維持管理 

（８）業務遂行の記録等 

（９）アンケートの実施 

（10）事業計画書の作成及び提出 

（11）収支計画書の作成及び提出 

（12）事業報告書の作成及び提出 

（13）事業評価書の作成及び提出 

 

５ 人員の配置等（令和７年４月１日現在） 

   正社員 ６人（常駐管理人の配置なし） 

 

６ 管理業務費用  ０円（利用料金制） 

 

７ 市への納付金 

   年間の売上金額に７０％を乗じた額を支払うものとする。（坂田駐車場の管理及び運営

に関する基本協定第２０条） 
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８ 事業実績（令和６年度事業報告書より） 

       （単位：台） 

  
利用台数 

時間貸 定期 合計 

４月 1,814 3,407 5,221 

５月 1,844 3,607 5,451 

６月 2,357 3,543 5,900 

７月 1,881 3,668 5,549 

８月 2,292 3,146 5,438 

９月 2,282 3,340 5,622 

10月 2,228 3,727 5,955 

11月 2,428 3,447 5,875 

12月 2,638 3,379 6,017 

１月 2,066 3,225 5,291 

２月 2,009 3,073 5,082 

３月 2,320 3,337 5,657 

合計 26,159 40,899 67,058 

 

 

９ 収支報告（令和６年度事業報告書より） 

収入                         （単位：円） 

  
収入金額 

一般収入 月極・定期 合計 

４月 746,150 1,004,880 1,751,030 

５月 831,800 982,146 1,813,946 

６月 953,400 953,326 1,906,726 

７月 829,600 970,486 1,800,086 

８月 1,003,750 993,366 1,997,116 

９月 980,950 976,500 1,957,450 

10月 954,000 962,566 1,916,566 

11月 1,086,000 958,166 2,044,166 

12月 1,145,700 945,241 2,090,941 

１月 977,200 954,646 1,931,846 

２月 889,200 927,366 1,816,566 

３月 1,036,600 978,406 2,015,006 

合計 11,434,350 11,607,095 23,041,445 
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支出                                  （単位：円） 

内訳 金額 備考 

人件費 君津市シルバー人材センター 482,808   

事務費 消耗品費 790,200 駐車券・定期券・オープン関連費用 

事業費 納付金 16,129,012 収入×70％ 

  減価償却費 1,423,273   

管理費 水道代 25,178   

  電気代 421,147   

  通信費 29,040 NTT・伝送器・防犯カメラ 

  システム使用料・レンタル費 417,780   

  電気工作物点検 76,236   

  除草・植栽管理 440,000   

  集金・保守・緊急対応 926,880   

  コールセンター 2,460,874   

  修繕費 324,390   

  販管費 95,719 本社経費 

合計   24,042,537   

 

 収入合計23,041,445円 － 支出合計24,042,537円 ＝ 収支差額 △1,001,092円 

 

 指定管理業務に係る収入は、一般収入と月極・定期を合わせて2,304万1,445円である。 

 支出の主なものは、事業費の納付金1,612万9,012円（67.1％）、管理費のコールセンター費

用246万874円（10.2％）及び減価償却費142万3,273円（5.9％）、集金・保守・緊急対応費

用92万6,880円（3.9％）である。 
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監査の結果 

 公の施設の管理運営業務に係る出納及びその他の事務の処理状況について、おおむね適正に

処理されていると認められた。 

 

むすび 

 坂田駐車場は、道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資するとともに、都市の機能

の維持及び増進に寄与するための施設である。 

 指定管理者は、駐車場を専門とした企業であり、常駐管理人を配置せずに集金・機器の保守・

トラブル対応・コールセンター・定期券の販売等を行える体制を構築し、利用者が安心して施

設を利用できるよう取り組んでいる。また、カーシェアや交通系ICカードによる優待サービス

等を実施することで、サービスの向上に努めている。 

 今後も、本施設がより有効に利用されるよう、利用者からの声に耳を傾け、満足度の高いサ

ービスの提供や施設の維持管理・運営に努められることを望むものである。 
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公益財団法人 君津市文化振興財団 

（公の施設：君津市民文化ホール） 

 

１ 設立の趣旨 

   市民の文化芸術の普及及び向上を図るための各種の文化芸術事業を行うとともに、市民

の多彩な文化芸術活動を支援し、もって地域文化の振興に寄与することを目的とし、平成

２年３月２８日に設立、平成２４年４月１日に公益財団法人に移行し、現在に至っている。 

 

２ 基本財産  20,000,000円（100％君津市出資） 

 

３ 事務所所在地  君津市三直６２２番地 

 

４ 事業内容（定款第４条抜粋） 

（１）文化芸術の鑑賞の機会の提供  

（２）地域文化活動の協働及び創造性を育む機会の提供 

（３）文化芸術に関する講座等の開催及び体験の機会の提供 

（４）すぐれた文化芸術活動の担い手の育成 

（５）君津市民文化ホールの管理及び運営 

（６）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

５ 役員及び組織（令和７年４月１日現在） 

（１）評議員       ８人 

（２）役 員  代表理事 １人 

        理  事  ７人（代表理事除く） 

        監  事  ２人 

（３）事務局      １４人（うち嘱託職員８人） 

 

６ 公の施設の概要 

（１）名   称 君津市民文化ホール 

（２）施設所在地 君津市三直６２２番地 

（３）設置年月日 平成２年９月１３日 

（４）設置の目的 地域文化の振興を図り、もって市民の福祉の向上に資する。 

（５）施設の構造 鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート造 地下１階・地上４階建 

（６）施設の面積 ア 延床面積   ８，７９２．１６㎡ 

         イ 敷地面積  ５４，８７７．５０㎡ 
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（７）施設の内容 ア 大ホール 

         イ 中ホール 

         ウ リハーサル室 

         エ 練習室１，２ 

         オ 会議室 

         カ 和室１，２，３ 

         キ 楽屋１，２，３，４，５ 

         ク 市民ギャラリー 

         ケ 事務室、館長室 

         コ 設備 

         サ 備品 

 

７ 市補助金  5,000,000 円（令和６年度決算による） 

   市民文化ホール自主事業補助金  5,000,000円 

     多くの市民に、低料金で様々な分野の優れた芸術文化を提供することにより、地域

の文化振興を図ることができる。 

   総事業費  84,875,836円 

 

８ 管理運営に関する協定 

   基本協定 君津市民文化ホールの管理及び運営に関する基本協定 

        指定期間 令和４年４月１日～令和９年３月３１日 

   年度協定 君津市民文化ホールの管理及び運営に関する年度協定  

        協定期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

 

９ 管理業務費用  118,000,000円（令和６年度） 

 

10 事業実績及び収支決算の状況 

   公益財団法人君津市文化振興財団から提出された令和６年度事業報告書・決算書は次の

とおりである。（抜粋） 
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 貸館業務等の利用状況 

 稼働率：利用日数を利用可能日で除したもの 

 

 君津市民文化ホール使用料                  （単位：円） 

年・月 徴収料金 還　付 合　計

令和６年　４月 8,805,520 △ 2,585 8,802,935

令和６年　５月 838,835 △ 13,200 825,635

令和６年　６月 2,004,430 △ 2,115 2,002,315

令和６年　７月 2,264,895 △ 153,940 2,110,955

令和６年　８月 7,837,965 △ 25,300 7,812,665

令和６年　９月 2,361,310 0 2,361,310

令和６年１０月 2,193,425 0 2,193,425

令和６年１１月 2,370,405 0 2,370,405

令和６年１２月 2,107,940 0 2,107,940

令和７年　１月 1,464,910 0 1,464,910

令和７年　２月 1,468,775 0 1,468,775

令和７年　３月 2,491,180 0 2,491,180

合　計 36,209,590 △ 197,140 36,012,450
 

※４月分徴収料金には、令和５年度中に徴収した令和６年度分が併せて計上されている。 

利用 利用
可能日 日数 午前 午後 夜間

大ホール 301 264 87.7% 223 228 221 161,273人

中ホール 305 257 84.3% 225 211 179 28,289人

※中ホール時間貸 (3) (3) - (3) (3) (3) (34)

リハーサル室 311 303 97.4% 228 247 284 6,527人

小　計 917 824 89.9% 676 686 684 196,089人

練習室１ 311 271 87.1% 214 175 217 729人

練習室２ 311 256 82.3% 183 175 190 1,069人

会議室 311 228 73.3% 169 195 158 948人

和室１ 311 174 55.9% 143 156 125 123人

和室２ 311 156 50.2% 134 146 116 24人

和室３ 311 156 50.2% 134 146 116 0人

ギャラリー 311 154 49.5% 145 145 111 805人

合　計 3,094 2,219 71.7% 1,798 1,824 1,717 199,787人

施設名 稼働率
利用回数

利用人数



【 決 算 書 】

貸　借　対　照　表

令和７年３月３１日現在
（単位：円）

科 目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ　資産の部
　１．流動資産

現金預金 49,512,004 31,457,801 18,054,203

未収金 5,416,000 7,868,674 △ 2,452,674

前払金 2,371,048 2,433,245 △ 62,197

立替金 105,034 17,700 87,334

流動資産合計 57,404,086 41,777,420 15,626,666

　２．固定資産

（１）基本財産

定期預金 20,000,000 20,000,000 0

基本財産合計 20,000,000 20,000,000 0

（２）特定資産

退職給付引当資産 22,765,868 46,963,711 △ 24,197,843

特定資産合計 22,765,868 46,963,711 △ 24,197,843

（３）その他固定資産

什器備品 482,424 0 482,424

ソフトウェア 630,300 1,050,500 △ 420,200

その他固定資産合計 1,112,724 1,050,500 62,224

固定資産合計 43,878,592 68,014,211 △ 24,135,619

101,282,678 109,791,631 △ 8,508,953

Ⅱ　負債の部

  １．流動負債　

未払金 37,798,179 13,147,550 24,650,629

未払消費税等 903,900 1,550,100 △ 646,200

未払法人税等 70,000 977,700 △ 907,700

前受金 8,793,440 16,184,770 △ 7,391,330

預り金 5,080,958 827,650 4,253,308

賞与引当金 0 3,323,064 △ 3,323,064

流動負債合計 52,646,477 36,010,834 16,635,643

  ２．固定負債　

退職給付引当金 24,777,022 43,319,590 △ 18,542,568

固定負債合計 24,777,022 43,319,590 △ 18,542,568

負 債 合 計 77,423,499 79,330,424 △ 1,906,925

Ⅲ　正味財産の部

　１．指定正味財産

君津市出捐金 20,000,000 20,000,000 0

指定正味財産合計 20,000,000 20,000,000 0

（うち基本財産への充当額） (20,000,000) (20,000,000) (　　　　 0)

（うち特定資産への充当額） (         0) (         0) (　　　　 0)

　２．一般正味財産 3,859,179 10,461,207 △ 6,602,028

（うち基本財産への充当額） (         0) (         0) (　　　　 0)

（うち特定資産への充当額） (         0) ( 3,644,121) ( △3,644,121)

正 味 財 産 合 計 23,859,179 30,461,207 △ 6,602,028

101,282,678 109,791,631 △ 8,508,953

資 産 合 計

負 債 及 び 正 味 財 産 合 計

－　10　－
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１．重要な会計方針

（１） 固定資産の減価償却の方法

什器備品、ソフトウェア 　定額法によっている。但し、１個又は１組の取得価額が３０

万円未満の資産については合計３００万円を限度額とし、税務

上の「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入

の特例制度」により法人税額を算定しているため、会計処理も

これに合わせて一括費用処理を行っている。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（２） 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を引当計上

している。

②退職給付引当金

期末自己都合退職給付支給額に相当する金額を引当計上している。

（３） リース取引の処理について

①所有権移転外ファイナンスリース取引

売買取引に準じた会計処理によっている。但し、重要性の乏しいリース取引（１件あた

りのリース料総額が３００万円未満）は、引き続き賃貸借取引に準じた会計処理によって

いる。

②所有権移転ファイナンスリース取引

売買取引に準じた会計処理によっている。

（４） 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

　　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

前 期 末 残 高 当 期 増 加 額 当 期 減 少 額 当 期 末 残 高

基本財産

20,000,000 0 0 20,000,000

20,000,000 0 0 20,000,000

特定資産

46,963,711 0 24,197,843 22,765,868

46,963,711 0 24,197,843 22,765,868

66,963,711 0 24,197,843 42,765,868合 計

財務諸表に対する注記

科 目

　定期預金

小 計

　退職給付引当資産

小 計

－　12　－



３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

　　基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

基本財産

特定資産

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及びその残高

　　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

交 付 者

君津市

1,112,7249,777,486

630,300

什器備品 530,200 47,776 482,424

7,263,410 0

ソフトウェア

7,263,410

3,096,600

10,890,210合 計　　

リース資産

2,466,300

(22,765,868)42,765,868

当 期 末 残 高

(20,000,000)

取 得 価 額

(         0)

減価償却累計額

貸借対照表上
の記載区分

当 期
減 少 額

0自主事業補助金

補 助 金 等 の 名 称

5,000,000

当 期 末
残 高

0

当 期
増 加 額

5,000,000

前 期 末
残 高

( う ち 負 債 に
対 応 す る 額 )

(20,000,000) (         0) －

(         0)

(うち指定正味財産
か ら の 充 当 額 )

(うち一般正味財産
か ら の 充 当 額 )

(22,765,868)

(22,765,868)(         0)

(         0)

(20,000,000) (         0) －

(         0)

当期末残高

20,000,000

22,765,868

20,000,000

科 目

　退職給付引当資産

小 計

科 目

　定期預金

小 計

22,765,868

合 計

合 計 5,000,000 0 －

－

0 5,000,000
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１．基本財産及び特定資産の明細

　　財務諸表に対する注記２に記載をしているので、内容の記載を省略している。

２．引当金の明細

（単位：円）

目 的 使 用 そ の 他

賞与引当金 3,323,064 0 3,323,064 0 0

退職給付引当金 43,319,590 1,655,275 20,197,843 0 24,777,022

当期末残高

附属明細書

科 目 期 首 残 高 当 期 増 加 額
当 期 減 少 額

－　14　－
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（１）事業実績 

  ア 地域文化の振興に関する事業 

    自主事業・共催事業・後援事業を年間通じて企画・実施し、市民が幅広い様々なジャ

ンルの芸術文化と身近に接する機会を提供し、地域文化の向上、振興及び育成を図って

いる。また、ホールの使用拡大及び自主事業等の宣伝を目的に情報紙の配布や広報きみ

つ等の各種媒体による広報を行っている。 

  イ 公の施設の管理及び運営事業 

    指定管理者として当財団の定款及び君津市民文化ホールの管理及び運営に関する協定

に基づき、市民にとって利用しやすい公平・公正な施設運営に配慮し、貸館業務等の利

用促進に努め、君津市民文化ホールの管理運営業務を行っている。 

（２）収支決算の状況 

  ア 貸借対照表 

    資産の主なものとして、流動資産においては現金預金4,951 万 2,004 円、未収金541

万6,000円及び前払金237万1,048円である。固定資産においては、基本財産の定期預

金2,000万円及び特定資産の退職給付引当資産2,276万5,868円である。 

    負債の主なものとして、流動負債においては未払金3,779万8,179円、前受金879万

3,440 円及び預り金 508 万 958 円である。固定負債においては、退職給付引当金 2,477

万7,022円である。 

  イ 正味財産増減計算書    ※( )内は収益または費用の総額に占める割合 

    君津市民文化ホールにおける収支を見ると、収益の主なものは、市からの指定管理業

務料収益1億1,800万円（当期経常収益計の50.5％）、利用料金収益3,601万 2,450円

（15.4％)及び自主事業収益6,677万3,329円（28.6％)である。 

    費用の主なものとして、事業費では給料手当 3,483 万 5,516 円（当期経常費用計の

14.6％）及び委託費1億2,651万2,155円（53.0％）である。次に、管理費では管理運

営に係る給料手当266万2,352円（1.1％）及び委託費337万8,322円（1.4％)である。 

 

監査の結果 

 出納及びその他の事務の処理状況について、定款、決裁規程及び経理規程等に基づき、おお

むね適正に処理されていると認められた。 

 

監査の意見 

 君津市文化振興財団の経営状況については、支払負担金や委託費の増加により、正味財産を

大きく減少させている状態である。今後は、公益性と収益性のバランスに留意しながら、より

一層事業企画の研鑽に取り組まれたい。 
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むすび 

 君津市文化振興財団は、君津市民文化ホールの指定管理者として、地域随一の音響設備を誇

るホール等を管理し、市民にとって利用しやすく、安全安心な施設の運営に配慮するとともに、

公益財団として、地域文化の振興に資するため、様々な世代をターゲットにした公演や映画上

映を実施するなど、企画運営に努力が見受けられた。 

 今後も引き続き文化芸術の普及や文化活動の支援を通し、市の文化の拠点として、地域文化

の発展に努められたい。 

また、当施設の老朽化についても、所管課と密な協議を重ね、施設の維持管理に努められる

ようお願いする。 

 


